書類➈　提出期限3/19（木）

事務連絡
令和8年２月１０日
各自治区長　様
豊田市長　太田　稔彦

自治区緊急情報伝達システムの登録について（依頼）

　日頃は当市の防災行政に御理解、御協力いただき誠にありがとうございます。
　自治区への緊急情報の伝達手段である「自治区緊急情報伝達システム」につきまして、新年度を迎えるに当たり下記のとおり情報伝達先の報告及び登録をお願いします。

記
１　自治区緊急情報伝達FAX
（１）提出書類　　別紙１「自治区緊急情報伝達FAX登録申請書」
（２）提出期限　　令和8年3月１９日（木）まで
（３）提出方法
〇防災対策課（南庁舎４階）又は最寄りの支所　へ持参
〇FAX(0565-34-6048)　〇メール(bousai@city.toyota.aichi.jp)　
〇あいち電子申請・届出システム 　　　<パソコンから>　　　　　　　　　　　<スマホ・タブレットから>
https://ttzk.graffer.jp/city-toyota/
smart-apply/apply-procedure-alias/bou-sai
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（４）注意事項　　①登録するFAX番号は所有者の同意を得た上で申請してください。
②登録番号が前年度と変更無しの場合も必ず提出してください。
③登録するFAX番号が無い自治区も提出が必要です

２　自治区緊急情報伝達メール
（１）登録方法　　別紙２「自治区緊急情報伝達メール登録方法」参照
（２）注意事項　　①配信される内容は自治区緊急情報伝達FAXと同様です
②災害時等で通信が遮断される可能性を考慮し、FAX番号を登録する
自治区についても、併せてメール登録も行うことを推奨しております。

３　その他　「自治区緊急情報伝達システム」の詳細については裏面をご覧ください。
【問合せ先】　豊田市防災対策課システム基盤担当　
電　話：０５６５－３４－６７５０（直通）　ＦＡＸ：０５６５－３４－６０４８
メール：bousai@city.toyota.aichi.jp


【裏面あり】


自治区緊急情報伝達システムについて

１　概要
　　自治区緊急情報伝達システムは、「災害に関する緊急情報」や「緊急な犯罪発生情報」等の緊急情報を自治区へ提供するための情報伝達手段の一つであり、登録されたFAX番号及びEメールアドレスへ一斉に情報を送信することができます。

２　提供する情報
（１）災害に関する緊急情報：避難情報の発令・解除、避難所の開設・閉設等
（２）緊急な犯罪発生情報：犯人が逃走中で二次的な人的被害が心配される場合の情報等
（３）その他緊急を要する情報

３　FAX番号の登録
	登録対象
	自治区役員宅のFAX番号
※役員宅にFAXがない等やむを得ない場合は、自治区集会所や役員以外の方（役員と電話連絡が可能な方）の番号でも可。

	登録数
	１自治区当たり１～３件まで

	注意点
	・申請書に記載するFAX番号は、正しくはっきり記入をお願いします。
・市外局番が０５０で始まるファックス番号は登録できません。
・登録する番号が無い自治区は、必ずメールの登録をお願いします。



４　携帯メールアドレスの登録
	登録対象
	自治区の役員等のEメールアドレス

	登録数
	制限なし

	注意点
	・登録は別紙２「自治区緊急情報伝達メール登録方法」をご確認いただき、お手持ちの携帯電話から各自で行ってください。
・配信元メールアドレスはtoyota-jichiku@city.toyota.aichi.jpです。
　受信拒否等の設定をされている方は、上記アドレスからのメールを受信できるよう設定してください。
・現在自治区メールに登録されている方で、令和８年度にメール配信が必要ない方は、別紙２の裏面を参照いただき、登録解除の手続きを行ってください。
※来年度も役員等を継続するなどで、引き続き自治区メールの配信を希望される方は手続き不要です。
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